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市内事業所の労働環境の実態と動向を把握するため、雇用・労働基本調査を実施します。対象事業所へ調査票を送付していますので、
31（水）までに回答をお願いします。（商工労働観光課☎72･3166）INFO PLUS

インフォプラス

   

よ
り
良
い
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
に

市
長
と
語
り
合
い
ま
せ
ん
か
？

日
時　
10
日
㈬
15
時
~
17
時

※

1
件
30
分

場
所　
市
役
所

申
込
期
限　
前
日
17
時
15
分

申
込・問
合
せ　
広
聴
・
市
民
生
活
課

☎
72
・
3
1
9
1

【
燃
え
な
い
ご
み・廃
蛍
光
管
等
】

収
集
日　
10
日
㈬

【
み
ど
り
の
リ
サ
イ
ク
ル
】

収
集
日　
22
日
㈪

問
合
せ　
ご
み
・
リ
サ
イ
ク
ル
課

☎
72
・
3
1
2
6

【
休
日・夜
間
交
付
】

   

「
個
人
番
号
カ
ー
ド
交
付
・
電
子

証
明
書
発
行
通
知
書
兼
照
会
書
」
が

届
い
て
い
る
方
を
対
象
に
行
い
ま
す
。

※
本
人
確
認
書
類
を
必
ず
持
参
の
こ
と

日
時　
①
7
日
㈰
9
時
~
12
時

②
25
日
㈭
17
時
30
分
~
19
時

③
27
日
㈯
9
時
~
12
時

場
所　
市
民
課

(
市
役
所
1
階
1
番
窓
口
)

【
申
請
受
付
臨
時
窓
口
】※
予
約
制

   

写
真
撮
影
を
行
い
、
オ
ン
ラ
イ
ン

申
請
手
続
き
を
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。

日
時　
21
日
㈰
10
時
~
12
時

場
所　
花
川
南
コ
ミ
セ
ン

(
花
川
南
6
・
5
)

申
込
期
間　
1
日
㈪
~
19
日
㈮

申
込・問
合
せ　
市
民
課

☎
72
・
3
1
6
5

   

道
路
な
ど
に
埋
設
し
て
い
る
水
道

本
管
の
洗
管
作
業
を
実
施
し
ま
す
。

※
詳
細
は
実
施
地
区
に
チ
ラ
シ
な
ど

で
お
知
ら
せ

日
時　
８
月
下
旬
~
９
月
上
旬
の

平
日
23
時
~
翌
5
時 

※
荒
天
中
止

場
所　
緑
ケ
原
・
虹
が
原
・
北
生
振
・

中
生
振
地
区 

問
合
せ　
水
道
施
設
課
☎
72
・
3
1
5
6

   

令
和
５
年
度
か
ら
使
用
す
る
小

学
校
用
と
中
学
校
用
の
教
科
用
図

書
の
採
択
結
果
を
閲
覧
で
き
ま
す
。

※
市
教
育
委
員
会
H
P
に
も
掲
載

閲
覧
資
料　
採
択
結
果
・
理
由
、
採
択

教
育
委
員
会
協
議
会
資
料
な
ど

日
時　
9
月
1
日
㈭
~

平
日
８
時
45
分
~
17
時
15
分

場
所・問
合
せ　
学
校
教
育
課

(
市
役
所
4
階
)
☎
72
・
3
1
7
1

対
象

①
病
気
な
ど
や
む
を
得
な
い
事
由
で

就
学
義
務
の
猶
予
や
免
除
を
受
け

た
方
で
、
令
和
5
年
3
月
31
日
ま

で
に
満
15
歳
以
上
に
な
る
方

②
就
学
義
務
の
猶
予
ま
た
は
免
除
を
受

け
ず
、
か
つ
令
和
5
年
3
月
31
日
ま

で
に
満
15
歳
に
な
る
方
で
、
そ
れ
ま
で

に
中
学
校
を
卒
業
で
き
な
い
と
見
込

ま
れ
る
こ
と
に
や
む
を
得
な
い
事
由
が

あ
る
と
文
部
科
学
大
臣
が
認
め
た
方

③
日
本
国
籍
を
有
さ
ず
、
令
和
5
年
3

月
31
日
ま
で
に
満
15
歳
以
上
に
な
る
方

④ 

①
③
以
外
の
令
和
5
年
3
月
31

日
ま
で
に
満
16
歳
以
上
に
な
る
方

試
験
日　
10
月
20
日
㈭

申
込
方
法　
道
教
育
委
員
会
ま
た
は

文
部
科
学
省
で
配
布
の
願
書
を
提
出

申
込
期
限　
9
月
2
日
㈮

申
込・問
合
せ　
文
部
科
学
省
生
涯

学
習
推
進
課
( 　
　
　
　
　
　
　
　

 

東
京

都
千
代
田
区
霞
が
関
3
・
2
・
2
)

☎
03
・
5
2
5
3
・
4
1
1
1

   

児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し
て
い
る
方

は
、
所
得
や
養
育
状
況
な
ど
を
確
認
す

る
た
め
、
「現
況
届
」
の
提
出
が
必
要
で

す
。
未
提
出
の
場
合
、
11
月
分
以
降
の

手
当
が
受
給
で
き
ま
せ
ん
(
2
年
間
未

提
出
の
場
合
は
受
給
権
が
消
滅
)。

※
現
況
届
の
案
内
が
8
月
中
旬
ま
で

に
届
か
な
い
場
合
は
要
問
合
せ

日
中
受
付　
1
日
㈪
~
31
日
㈬
の

平
日
8
時
45
分
~
17
時
15
分

夜
間
受
付　
5
日
㈮
・
17
日
㈬
・
30
日

㈫
の
17
時
15
分
~
20
時
(
支
所
除
く
)

持
ち
物 
手
当
証
書
(
全
部
支
給
停

止
の
方
は
不
要
)
、
指
示
す
る
書
類

提
出
方
法　
原
則
、
受
給
者
本
人
が

問
合
せ
先
ま
た
は
各
支
所
市
民
福
祉

課
に
来
庁
の
こ
と

※
郵
送
希
望
の
場
合
は
要
問
合
せ

問
合
せ　
子
ど
も
家
庭
課
(
市
役
所

1
階
18
番
窓
口
)☎
72
・
3
1
2
8

   

離
婚
し
た
場
合
、
婚
姻
期
間
に
応
じ

て
厚
生
年
金
の
支
給
額
の
計
算
の
基

と
な
る
報
酬
額
を
分
割
し
、
年
金
を
２

人
で
分
割
で
き
ま
す
。
希
望
す
る
場
合

は
、
離
婚
後
２
年
以
内
に
手
続
き
が
必

要
で
す
。
お
早
め
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

※
50
歳
以
上
の
方
は
、離
婚
前
に
分
割

後
の
受
給
見
込
額
の
試
算
も
可

問
合
せ　
予
約
受
付
専
用
電
話

☎
0
5
7
0
・
05
・
4
8
9
0　

札
幌
北
年
金
事
務
所

☎
0
1
1
・
7
1
7
・
4
1
3
3

   

特
別
児
童
扶
養
手
当
・
特
別
障
害

者
手
当
・
障
害
児
福
祉
手
当
・
経
過

的
福
祉
手
当
を
受
給
し
て
い
る
方
は
、

８
月
~
令
和
５
年
７
月
ま
で
の
受
給

資
格
確
認
の
た
め
、
「所
得
状
況
届
」

を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
未
提
出
の
場

合
、８
月
以
降
の
手
当
が
受
給
で
き

ま
せ
ん
(２
年
間
未
提
出
の
場
合
は

受
給
権
が
消
滅
)。

※
届
書
類
は
7
月
29
日
㈮
発
送
済
み

提
出
期
間　
12
日
㈮
~
9
月
12
日
㈪

の
平
日

提
出・問
合
せ　
障
が
い
福
祉
課

(
り
ん
く
る
１
階
)
☎
72
・
3
1
9
4

   

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
は
、
原
則

75
歳
以
上
の
方
が
対
象
で
す
が
、
65

歳
以
上
75
歳
未
満
で
一
定
の
障
が
い

が
あ
る
方
も
申
請
に
よ
り
加
入
で
き

ま
す
。
そ
の
場
合
、
今
ま
で
加
入
し
て

い
た
健
康
保
険
か
ら
脱
退
す
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。
脱
退
手
続
き
に
つ
い
て

は
、
各
保
険
者
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

※
障
が
い
の
程
度
が
重
い
方
は
、
重
度

心
身
障
害
者
医
療
費
助
成
制
度
の
対

象
に
な
る
場
合
あ
り

一
定
の
障
が
い
が
あ
る
方

〇
国
民
年
金
な
ど
の
障
害
年
金
１

級
・
２
級
を
受
給
す
る
方

〇
身
体
障
害
者
手
帳
1
級
・
２
級
・
３

級
の
方

〇
身
体
障
害
者
手
帳
４
級
で
、
次
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

音
声
障
害
、
言
語
障
害
、
下
肢
障

害
４
級
１
号
(
両
下
肢
の
全
て
の

指
を
欠
く
も
の
)
、
下
肢
障
害
４
級

３
号
(
一
下
肢
を
下
腿
の
2
分
の

1
以
上
で
欠
く
も
の
)
、
下
肢
障
害

４
級
４
号
(
一
下
肢
の
機
能
の
著

し
い
障
害
)

〇
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１

級
・
２
級
の
方

〇
療
育
手
帳
A
判
定
の
方

持
ち
物　
身
体
障
害
者
手
帳
な
ど
障

が
い
の
程
度
が
分
か
る
も
の
、
振
込
口

座
が
分
か
る
も
の
、
印
鑑

申
請・問
合
せ　
国
民
健
康
保
険
課
(
市

役
所
1
階
9
番
窓
口
)☎
72
・
3
1
2
5

問
合
せ　
北
海
道
後
期
高
齢
者
医
療
広

域
連
合
☎
0
1
1
・
2
9
0
・
5
6
0
1

   

   

次
の
①
~
④
の
方
は
、
申
請
に
よ
り

医
療
費
を
助
成
し
ま
す
。

助
成
対
象
者　

①
身
体
障
害
者
手
帳
1
級
・
2
級
の
方

②
身
体
障
害
者
手
帳
3
級
で
、
内
部

障
害
(
心
臓
、
じ
ん
臓
、
呼
吸
器
、

ぼ
う
こ
う
、
直
腸
、
小
腸
、
ヒ
ト
免

疫
不
全
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
免
疫
機

能
・
肝
臓
機
能
障
害
)
が
あ
る
方

③
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
1

級
の
方

④
療
育
手
帳
Ａ
判
定
、
ま
た
は
重
度

と
判
定
・
診
断
(
知
能
指
数
お
お
む

ね
35
以
下
)
さ
れ
た
方

※
所
得
制
限
あ
り

※
65
歳
以
上
の
方
は
健
康
保
険
が

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
で
あ
る
こ
と

※
市
民
税
課
税
世
帯
で
、
後
期
高
齢

者
医
療
保
険
の
自
己
負
担
割
合
が
１

割
の
方
は
、重
度
医
療
で
も
同
じ
負
担

割
合
の
た
め
、受
給
者
証
の
発
行
を
停

止
し
て
い
ま
す

※
す
で
に
重
度
心
身
障
害
者
医
療
の

申
請
を
し
て
い
る
方
で
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
の
自
己
負
担
割
合
が
2
割

に
な
る
方
に
は
、9
月
中
に
受
給
者
証

を
送
付
し
ま
す

持
ち
物　
身
体
障
害
者
手
帳
な
ど
障

が
い
の
程
度
が
分
か
る
も
の
、
健
康

保
険
証
、
振
込
口
座
が
分
か
る
も
の
、

印
鑑

申
請・問
合
せ　
国
民
健
康
保
険
課

(
市
役
所
1
階
９
番
窓
口
)

☎
72
・
3
1
2
5

   

総
務
省
統
計
局
に
よ
る
５
年
に
一

度
の
調
査
で
、８
月
下
旬
か
ら
調
査
員

が
対
象
調
査
区
内
の
世
帯
を
訪
問
し

ま
す
。
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
郵
送
回
答
も
可

調
査
期
日　
10
月
１
日
㈯
現
在

問
合
せ　
総
務
課
☎
72
・
3
6
8
1

ご
み
の
収
集
日

水
道
本
管
の
洗
管
作
業

中
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験

児
童
扶
養
手
当
の
現
況
届

離
婚
時
の
年
金
分
割
制
度

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

市
長
室
開
放

教
科
用
図
書
の

採
択
結
果
な
ど
を
公
表

〒
1
0
0
-8

9
5
9

お知らせ
■所 市役所

りんくる

市役所からの

（花川北6・1・30・2）

（花川北6・1・41・1）

6月の開催状況 ■広聴・市民生活課☎72・3191問

開催日 名称（担当課） 主な議題 公開
区分

傍聴
者数

水道事業運営委員会
（水道営業課）

廃止施設の処分状況につ
いて

公
開 2

浜益区地域協議会
（浜益支所地域振興課）

地域公共交通活性化
協議会（企画課）

情報・コミュニケーション
条例（仮称）に係る検討
委員会（障がい福祉課）

高齢者に優しいまちづくり
に関する意見交換

条例内容等の検討について

公
開 314

24

厚田区地域協議会
（厚田支所地域振興課）

第9期厚田区地域協議会
の運営について（継続協議）

公
開 2

30

社会教育委員の会議
（社会教育課）

令和4年度石狩市芸術文化
振興奨励補助金について

地域公共交通確保維持改善事
業に係る計画認定申請（令和5年
度補助年度地域内フィーダー系統確
保維持計画認定申請）について

公
開 5

公
開 0

公
開 2

自治基本条例の見直しに
ついて

自治基本条例懇話会
（企画課）

公
開 228

介護認定審査会
（高齢者支援課）

要介護、要支援の審査・判
定（6月中9回開催）

非
公
開

市民の声を
活かす条例 審議会のうごき

非
公
開

障害者総合支援認定
審査会（障がい福祉課）

障害者総合支援法に基づ
く介護給付等申請者の障
害支援区分の審査

27
いしかり生きものかけはしプラン
有識者意見交換会（環境課）

令和4年度いしかり生きもの
かけはしプラン策定について

非
公
開

6
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INFO PLUS
インフォプラス 10(水)11時から、災害などの発生時に備え、全国瞬時警報システム(Jアラート)を用いた全国一斉の情報伝達試験が行われます。

市内の防災行政無線の屋外拡声子局から試験放送をします。（危機対策課☎72・3190)

時
間
外
納
付
・
相
談
窓
口

開
設
窓
口

※上下水道料金と時間外の窓口では石狩ハイスタンプ
　 会が発行するハイスタンプ券での納付はできません

※上記日時以外の相談は各課窓口へ
※厚田・浜益支所では時間外の窓口を開設し
　 ていません

平日8時45分～17時15分

石狩ハイスタンプ券での納付

納
期
限

上下水道料金（7月分）10㈬

市・道民税（第2期）

後期高齢者医療保険料（第2期）

国民健康保険税（第3期）

介護保険料（第3期）

市営住宅使用料（8月分）

31㈬

28㈰10時～15時  ※上下水道料金除く

25㈭17時15分～20時

●市税と国民健康保険税

●後期高齢者医療保険料

納税課（市役所1階15番窓口）

☎72・3118

●上下水道料金

水道営業課（市役所2階8番窓口）

☎72・3133

開
設
日
時

   

よ
り
良
い
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
に

市
長
と
語
り
合
い
ま
せ
ん
か
？

日
時　
10
日
㈬
15
時
~
17
時

※

1
件
30
分

場
所　
市
役
所

申
込
期
限　
前
日
17
時
15
分

申
込・問
合
せ　
広
聴
・
市
民
生
活
課

☎
72
・
3
1
9
1

【
燃
え
な
い
ご
み・廃
蛍
光
管
等
】

収
集
日　
10
日
㈬

【
み
ど
り
の
リ
サ
イ
ク
ル
】

収
集
日　
22
日
㈪

問
合
せ　
ご
み
・
リ
サ
イ
ク
ル
課

☎
72
・
3
1
2
6

【
休
日・夜
間
交
付
】

   

「
個
人
番
号
カ
ー
ド
交
付
・
電
子

証
明
書
発
行
通
知
書
兼
照
会
書
」
が

届
い
て
い
る
方
を
対
象
に
行
い
ま
す
。

※
本
人
確
認
書
類
を
必
ず
持
参
の
こ
と

日
時　
①
7
日
㈰
9
時
~
12
時

②
25
日
㈭
17
時
30
分
~
19
時

③
27
日
㈯
9
時
~
12
時

場
所　
市
民
課

(
市
役
所
1
階
1
番
窓
口
)

【
申
請
受
付
臨
時
窓
口
】※
予
約
制

   

写
真
撮
影
を
行
い
、
オ
ン
ラ
イ
ン

申
請
手
続
き
を
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。

日
時　
21
日
㈰
10
時
~
12
時

場
所　
花
川
南
コ
ミ
セ
ン

(
花
川
南
6
・
5
)

申
込
期
間　
1
日
㈪
~
19
日
㈮

申
込・問
合
せ　
市
民
課

☎
72
・
3
1
6
5

   

道
路
な
ど
に
埋
設
し
て
い
る
水
道

本
管
の
洗
管
作
業
を
実
施
し
ま
す
。

※
詳
細
は
実
施
地
区
に
チ
ラ
シ
な
ど

で
お
知
ら
せ

日
時　
８
月
下
旬
~
９
月
上
旬
の

平
日
23
時
~
翌
5
時 

※
荒
天
中
止

場
所　
緑
ケ
原
・
虹
が
原
・
北
生
振
・

中
生
振
地
区 

問
合
せ　
水
道
施
設
課
☎
72
・
3
1
5
6

   

令
和
５
年
度
か
ら
使
用
す
る
小

学
校
用
と
中
学
校
用
の
教
科
用
図

書
の
採
択
結
果
を
閲
覧
で
き
ま
す
。

※
市
教
育
委
員
会
H
P
に
も
掲
載

閲
覧
資
料　
採
択
結
果
・
理
由
、
採
択

教
育
委
員
会
協
議
会
資
料
な
ど

日
時　
9
月
1
日
㈭
~

平
日
８
時
45
分
~
17
時
15
分

場
所・問
合
せ　
学
校
教
育
課

(
市
役
所
4
階
)
☎
72
・
3
1
7
1

対
象

①
病
気
な
ど
や
む
を
得
な
い
事
由
で

就
学
義
務
の
猶
予
や
免
除
を
受
け

た
方
で
、
令
和
5
年
3
月
31
日
ま

で
に
満
15
歳
以
上
に
な
る
方

②
就
学
義
務
の
猶
予
ま
た
は
免
除
を
受

け
ず
、
か
つ
令
和
5
年
3
月
31
日
ま

で
に
満
15
歳
に
な
る
方
で
、
そ
れ
ま
で

に
中
学
校
を
卒
業
で
き
な
い
と
見
込

ま
れ
る
こ
と
に
や
む
を
得
な
い
事
由
が

あ
る
と
文
部
科
学
大
臣
が
認
め
た
方

③
日
本
国
籍
を
有
さ
ず
、
令
和
5
年
3

月
31
日
ま
で
に
満
15
歳
以
上
に
な
る
方

④ 

①
③
以
外
の
令
和
5
年
3
月
31

日
ま
で
に
満
16
歳
以
上
に
な
る
方

試
験
日　
10
月
20
日
㈭

申
込
方
法　
道
教
育
委
員
会
ま
た
は

文
部
科
学
省
で
配
布
の
願
書
を
提
出

申
込
期
限　
9
月
2
日
㈮

申
込・問
合
せ　
文
部
科
学
省
生
涯

学
習
推
進
課
( 　
　
　
　
　
　
　
　

 

東
京

都
千
代
田
区
霞
が
関
3
・
2
・
2
)

☎
03
・
5
2
5
3
・
4
1
1
1

   

児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し
て
い
る
方

は
、
所
得
や
養
育
状
況
な
ど
を
確
認
す

る
た
め
、
「現
況
届
」
の
提
出
が
必
要
で

す
。
未
提
出
の
場
合
、
11
月
分
以
降
の

手
当
が
受
給
で
き
ま
せ
ん
(
2
年
間
未

提
出
の
場
合
は
受
給
権
が
消
滅
)。

※
現
況
届
の
案
内
が
8
月
中
旬
ま
で

に
届
か
な
い
場
合
は
要
問
合
せ

日
中
受
付　
1
日
㈪
~
31
日
㈬
の

平
日
8
時
45
分
~
17
時
15
分

夜
間
受
付　
5
日
㈮
・
17
日
㈬
・
30
日

㈫
の
17
時
15
分
~
20
時
(
支
所
除
く
)

持
ち
物 
手
当
証
書
(
全
部
支
給
停

止
の
方
は
不
要
)
、
指
示
す
る
書
類

提
出
方
法　
原
則
、
受
給
者
本
人
が

問
合
せ
先
ま
た
は
各
支
所
市
民
福
祉

課
に
来
庁
の
こ
と

※
郵
送
希
望
の
場
合
は
要
問
合
せ

問
合
せ　
子
ど
も
家
庭
課
(
市
役
所

1
階
18
番
窓
口
)☎
72
・
3
1
2
8

   

離
婚
し
た
場
合
、
婚
姻
期
間
に
応
じ

て
厚
生
年
金
の
支
給
額
の
計
算
の
基

と
な
る
報
酬
額
を
分
割
し
、
年
金
を
２

人
で
分
割
で
き
ま
す
。
希
望
す
る
場
合

は
、
離
婚
後
２
年
以
内
に
手
続
き
が
必

要
で
す
。
お
早
め
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

※
50
歳
以
上
の
方
は
、離
婚
前
に
分
割

後
の
受
給
見
込
額
の
試
算
も
可

問
合
せ　
予
約
受
付
専
用
電
話

☎
0
5
7
0
・
05
・
4
8
9
0　

札
幌
北
年
金
事
務
所

☎
0
1
1
・
7
1
7
・
4
1
3
3

   

特
別
児
童
扶
養
手
当
・
特
別
障
害

者
手
当
・
障
害
児
福
祉
手
当
・
経
過

的
福
祉
手
当
を
受
給
し
て
い
る
方
は
、

８
月
~
令
和
５
年
７
月
ま
で
の
受
給

資
格
確
認
の
た
め
、
「所
得
状
況
届
」

を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
未
提
出
の
場

合
、８
月
以
降
の
手
当
が
受
給
で
き

ま
せ
ん
(２
年
間
未
提
出
の
場
合
は

受
給
権
が
消
滅
)。

※
届
書
類
は
7
月
29
日
㈮
発
送
済
み

提
出
期
間　
12
日
㈮
~
9
月
12
日
㈪

の
平
日

提
出・問
合
せ　
障
が
い
福
祉
課

(
り
ん
く
る
１
階
)
☎
72
・
3
1
9
4

   

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
は
、
原
則

75
歳
以
上
の
方
が
対
象
で
す
が
、
65

歳
以
上
75
歳
未
満
で
一
定
の
障
が
い

が
あ
る
方
も
申
請
に
よ
り
加
入
で
き

ま
す
。
そ
の
場
合
、
今
ま
で
加
入
し
て

い
た
健
康
保
険
か
ら
脱
退
す
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。
脱
退
手
続
き
に
つ
い
て

は
、
各
保
険
者
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

※
障
が
い
の
程
度
が
重
い
方
は
、
重
度

心
身
障
害
者
医
療
費
助
成
制
度
の
対

象
に
な
る
場
合
あ
り

一
定
の
障
が
い
が
あ
る
方

〇
国
民
年
金
な
ど
の
障
害
年
金
１

級
・
２
級
を
受
給
す
る
方

〇
身
体
障
害
者
手
帳
1
級
・
２
級
・
３

級
の
方

〇
身
体
障
害
者
手
帳
４
級
で
、
次
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

音
声
障
害
、
言
語
障
害
、
下
肢
障

害
４
級
１
号
(
両
下
肢
の
全
て
の

指
を
欠
く
も
の
)
、
下
肢
障
害
４
級

３
号
(
一
下
肢
を
下
腿
の
2
分
の

1
以
上
で
欠
く
も
の
)
、
下
肢
障
害

４
級
４
号
(
一
下
肢
の
機
能
の
著

し
い
障
害
)

〇
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１

級
・
２
級
の
方

〇
療
育
手
帳
A
判
定
の
方

持
ち
物　
身
体
障
害
者
手
帳
な
ど
障

が
い
の
程
度
が
分
か
る
も
の
、
振
込
口

座
が
分
か
る
も
の
、
印
鑑

申
請・問
合
せ　
国
民
健
康
保
険
課
(
市

役
所
1
階
9
番
窓
口
)☎
72
・
3
1
2
5

問
合
せ　
北
海
道
後
期
高
齢
者
医
療
広

域
連
合
☎
0
1
1
・
2
9
0
・
5
6
0
1

   

   

次
の
①
~
④
の
方
は
、
申
請
に
よ
り

医
療
費
を
助
成
し
ま
す
。

助
成
対
象
者　

①
身
体
障
害
者
手
帳
1
級
・
2
級
の
方

②
身
体
障
害
者
手
帳
3
級
で
、
内
部

障
害
(
心
臓
、
じ
ん
臓
、
呼
吸
器
、

ぼ
う
こ
う
、
直
腸
、
小
腸
、
ヒ
ト
免

疫
不
全
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
免
疫
機

能
・
肝
臓
機
能
障
害
)
が
あ
る
方

③
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
1

級
の
方

④
療
育
手
帳
Ａ
判
定
、
ま
た
は
重
度

と
判
定
・
診
断
(
知
能
指
数
お
お
む

ね
35
以
下
)
さ
れ
た
方

※
所
得
制
限
あ
り

※
65
歳
以
上
の
方
は
健
康
保
険
が

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
で
あ
る
こ
と

※
市
民
税
課
税
世
帯
で
、
後
期
高
齢

者
医
療
保
険
の
自
己
負
担
割
合
が
１

割
の
方
は
、重
度
医
療
で
も
同
じ
負
担

割
合
の
た
め
、受
給
者
証
の
発
行
を
停

止
し
て
い
ま
す

※
す
で
に
重
度
心
身
障
害
者
医
療
の

申
請
を
し
て
い
る
方
で
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
の
自
己
負
担
割
合
が
2
割

に
な
る
方
に
は
、9
月
中
に
受
給
者
証

を
送
付
し
ま
す

持
ち
物　
身
体
障
害
者
手
帳
な
ど
障

が
い
の
程
度
が
分
か
る
も
の
、
健
康

保
険
証
、
振
込
口
座
が
分
か
る
も
の
、

印
鑑

申
請・問
合
せ　
国
民
健
康
保
険
課

(
市
役
所
1
階
９
番
窓
口
)

☎
72
・
3
1
2
5

   

総
務
省
統
計
局
に
よ
る
５
年
に
一

度
の
調
査
で
、８
月
下
旬
か
ら
調
査
員

が
対
象
調
査
区
内
の
世
帯
を
訪
問
し

ま
す
。
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
郵
送
回
答
も
可

調
査
期
日　
10
月
１
日
㈯
現
在

問
合
せ　
総
務
課
☎
72
・
3
6
8
1

就
業
構
造
基
本
調
査

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
　

障
害
認
定
申
請

重
度
心
身
障
害
者

医
療
費
助
成
制
度

障
が
い
が
あ
る
方
の
た
め
の

各
種
手
当


